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欧
州
統
合
過
程
と
国
民
投
票

｜
｜
デ
ン
マ
ー
ク
の
事
例
を
中
心
と
し
て
｜
｜

欧州統合過程と国民投票

は
じ
め
に

I

E

U
国
民
投
票
の
概
観

川

実

施

状

況

凶

投

票

結

果

同

E
U国
民
投
票
の
現
状

2

デ
ン
マ
ー
ク
の

E
U国
民
投
票

川
デ
ン
マ
ー
ク
の

E
U政
策
と
国
民
投
票

凶
デ
ン
マ
ー
ク
の

E
U国
民
投
票
の
現
状

お
わ
り
に

は
じ
め
に

本
稿
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
事
例
を
中
心
と
し
て

E
U
（
欧
州
連
合
）

士
口

武

信

彦

の
統
合
過
程
に
お
け
る
国
民
投
票
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
紹
介

229 



す
る
も
の
で
あ
る
。
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一
九
九

0
年
代
以
降
、

E
U
で
は
基
本
条
約
の
締
結
・
改
正
、
新
規
加
盟
な
ど
を
め
ぐ
り
国
民
投
票
が
頻
繁
に
実
施
さ
れ
る
状
況

に
あ
る
。
こ
れ
ら
の
国
民
投
票
は
、
基
本
的
に
各
加
盟
国
、
加
盟
申
請
国
の
国
内
政
治
過
程
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な

い
が
、

E
U
の
統
合
過
程
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
特
に
、
基
本
条
約
の
締
結
・
改
正
で
は
、
全
加
盟
国
の
批
准
が
得

ら
れ
な
け
れ
ば
、
条
約
の
発
効
が
不
可
能
で
あ
る
た
め
、

一
加
盟
国
の
国
民
投
票
結
果
に

E
U全
体
が
翻
弄
さ
れ
る
事
態
と
な
っ
て

い
る
。こ

の
問
題
を

E
U
に
初
め
て
突
き
つ
け
た
の
は
、

一
九
九
二
年
六
月
二
日
に
デ
ン
マ
ー
ク
が

E
U
（マ
l
ス
ト
リ
ヒ
ト
）
条
約
批

准
に
関
し
て
実
施
し
た
国
民
投
票
で
あ
っ
た
。
結
果
は
僅
差
で
の
否
決
と
な
り
、
欧
州
統
合
全
体
に
混
迷
を
も
た
ら
し
た
。
結
局
、

そ
の
対
応
で
同
条
約
は
予
定
よ
り
も
一

0
ヵ
月
遅
れ
の
一
九
九
三
年
一
一
月
一
日
に
発
効
し
た
。
こ
の
デ
ン
マ
ー
ク
の
事
例
は
、
欧

州
統
合
を
め
ぐ
り
、
い
わ
ゆ
る
エ
リ
ー
ト
と
国
民
と
の
聞
の
認
識
ギ
ャ
ッ
プ
の
問
題
を
提
起
し
、
以
後
「
民
主
主
義
の
赤
字
」
問
題

が
E
U
で
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
国
民
投
票
は
、
欧
州
各
国
に
お
い
て
そ
れ
以
前
に
も
実
施
さ
れ
て
い
た
が
、
全
く
例
外
的

な
も
の
で
あ
り
、
十
分
考
慮
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
以
後
、
国
民
投
票
は
統
合
の
深
化
を
め
ぐ
り
エ
リ
ー
ト
と

一
般
国
民
と
の
聞
に
存
在
す
る
大
き
な
認
識
ギ
ャ
ッ
プ
を
映
し
出
す
鏡
と
な
り
、
欧
州
統
合
を
左
右
す
る
存
在
と
し
て
注
目
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。

実
際
に
デ
ン
マ
ー
ク
の
み
な
ら
ず
多
く
の
加
盟
国
で

E
U
を
め
ぐ
り
国
民
投
票
が
実
施
さ
れ
た
結
果
、

E
U
は
国
民
投
票
の
存
在

に
苦
し
み
続
け
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ニ

l
ス
条
約
、
欧
州
憲
法
条
約
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
の
批
准
を
め
ぐ
る
国
民
投
票
で
は
批
准
拒

否
の
結
果
が
出
て
、
統
合
の
停
滞
を
招
い
た
。
現
在
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
が
発
効
し
、

E
U
は
新
た
な
拡
大
と
深
化
に
向
け
て
動
き
出

せ
る
態
勢
を
整
え
、

E
U
は
危
機
を
脱
し
た
よ
う
に
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
国
民
投
票
を
め
ぐ
る
問
題
は
先
送
り
さ
れ
た
に
す
ぎ
ず
、

い
つ
再
燃
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
い
か
に
国
民
投
票
を
欧
州
統
合
過
程
に
位
置
づ
け
、
使
い
こ
な
し
て
い
く
か
が
、

E



U
に
と
っ
て
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

筆
者
は
、
欧
州
統
合
過
程
に
お
け
る
国
民
投
票
の
存
在
に
早
く
か
ら
注
目
し
、
一
九
九
七
年
の
時
点
で
明
暗
二
つ
の
シ
ナ
リ
オ
を

（

1
）
 

想
定
し
て
い
た
。
明
る
い
シ
ナ
リ
オ
と
は
、
国
民
投
票
に
よ
り
E
U
の
安
定
性
が
増
し
、
さ
ら
に
統
合
を
進
め
る
弾
み
が
つ
く
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
暗
い
シ
ナ
リ
オ
と
は
、
不
確
実
で
、
政
治
的
で
、
コ
ス
ト
の
か
か
る
国
民
投
票
に
よ
り
E
U
が
混
沌
と
し

た
状
況
に
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
予
想
か
ら
一

O
年
以
上
が
経
過
し
、

E
U
が
数
多
く
の
国
民
投
票
を
経
験
す
る
中
で
、

現
状
は
後
者
の
シ
ナ
リ
オ
に
近
い
状
況
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

以
上
の
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
本
稿
で
は
欧
州
統
合
を
め
ぐ
る
国
民
投
票
（
以
下
、

E
U
国
民
投
票
）
の
実
施
状
況
を
整
理
し
、

欧
州
統
合
過
程
に
お
け
る
国
民
投
票
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
デ
ン
マ
ー
ク
を
事
例
に
し
て
そ
の
打
開
策
を
展
望

（

2
）
 

し
て
み
た
い
。

E
U
国
民
投
票
の
概
観

）
 

』唱・・（
 
実
施
状
況

欧州統合過程と国民投票

E
U国
民
投
票
の
実
施
状
況
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
二

O
一
O
年
八
月
現
在
、
欧
州
各
国
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た

E

（

3
）
 

U
国
民
投
票
（
住
民
投
票
を
含
む
）
を
国
別
に
概
観
す
る
と
、
表
1
、
表
2
の
よ
う
に
な
る
（
国
名
は
原
語
に
よ
る
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

順）。

E
U加
盟
国
、
非
E
U加
盟
国
に
お
い
て

E
U
国
民
投
票
の
合
計
は
二
四
ヵ
国
、
五
一
回
に
も
達
す
る
。
実
施
国
は
、

E
U

加
盟
国
で
二
一
ヵ
国
、
三
八
回
で
あ
る
。
ま
た
、
非
E
U加
盟
国
で
三
ヵ
国
、

一
三
回
で
あ
る
。

そ
の
う
ち
、
非
E
U加
盟
国
の
ス
イ
ス
が
過
去
九
回
の

E
U国
民
投
票
を
実
施
し
て
お
り
、
最
高
の
数
を
記
録
し
て
い
る
。
ス
イ

ス
一
国
で
全

E
U国
民
投
票
の
一
七
・
六
%
を
占
め
る
。
ス
イ
ス
は
歴
史
的
に
世
界
で
最
も
多
く
国
民
投
票
を
実
施
し
て
き
た
国
で

231 



N的N

(2010年
8
月
現
在
）

国
名

年
月

日
目
的

投
票

率
%

賛
成

%
反

対
%

最
終

結
果

備
考

チ
ェ
コ

2
0
0
3
/
6
/
1
3
・14

E
 U
加

盟
55.2 

77.3 
22.7 

。
1972/10/2 

E
 C
加

盟
条

約
の

批
准

90.1 
63.3 

36.7 
。

1982/2/23 
グ

リ
ー

ン
フ

ン
ド

の
E
C
加

盟
の

存
続

74.9 
47.0 

53.0 
×

 
自

治
領

グ
リ

ー
ン

ラ
ン

ド
の

住
民

投
票

1986/2/27 
単

一
欧

州
議

定
書

の
署

名
75.4 

56.2 
43.8 

。
デ
ン
マ
ー
ク

1992/6/2 
E

 U
条

約
の

批
准

83.1 
49.3 

50.7 
×

 

1993/5/18 
E

 U
条

約
・

エ
デ

イ
ン

パ
ラ

合
意

の
批

准
86.5 

56.7 
43.3 

。
1998/5/28 

ア
ム

ス
ァ

ル
ダ

ム
条

約
の

批
准

76.2 
55.1 

44.9 
。

2α
）（）／

9
/
2
8
 

共
通

通
貨

ユ
ー

ロ
の

導
入

87.6 
46.8 

53.2 
×

 

ス
Jて

イ
ン

2
0
0
5
/
2
/
2
0
 

欧
州

憲
法

条
約

の
批

准
42.3 

76.7 
17.2 

。
白
票
6
.
0
%

エ
ス

ト
ニ

ア
2
0
0
3
/
9
/
1
4
 

E
 U
加
盟
芋
と
憲
す
安
法
否
改
正笥

64.l 
66.8 

33.2 
。

1972/4/23 
E

 C
加
盟
条
約
（
イ

の
批

准
60.3 

68.3 
31.7 

。
フ
ラ
ン
ス

1992/9/20 
E

 U
条

約
の

批
准

69.7 
51.0 

49.0 
。

2
0
0
5
/
5
/
2
9
 

欧
州

憲
法

条
約

の
批

准
69.4 

45.3 
54.7 

×
 

ハ
ン

ガ
リ

ー
2
0
0
3
/
4
/
1
2
 

E
 U
加

盟
45.6 

83.8 
16.2 

。
1972/5/10 

E
 C
加

盟
の

た
め

の
憲

法
改

正
70.9 

83.1 
16.9 

。
1987/5/26 

単
一
E欧
U州
条
議
約
定
批
書
准
批
の
准
た
の
め
た
の
め
憲
の
法
憲
改
法
正改

正
44.1 

69.9 
30.1 

。
1992/6/18 

57.3 
69.1 

30.9 
。

ア
イ

ル
ラ

ン
ド

1998/5/22 
ア
ム
ス
ァ
ル
ダ
ム
条
約
批
准
の
た
憲
め
法
の
改
憲
法
正
改

正
56.2 

61.7 
38.3 

。
2
0
0
1
1
6
/
7
 

ニ
ー

ス
条

約
批

准
の

た
め

の
34.8 

46.l 
53.9 

×
 

2
0
0
2
/
1
0
/
1
9
 

ニ
ー

ス
条

約
批

准
の

た
め

の
憲

法
改

正
48.5 

62.9 
37.1 

。
2
0
0
8
/
6
/
1
2
 

リ
ス

ボ
ン

条
約

批
准

の
た

め
の

憲
法

改
正

53.1 
46.6 

53.4 
×

 

2
0
0
9
/
1
0
/
2
 

リ
ス

ボ
ン

条
約

批
准

の
た

め
の

憲
法

改
正

58.9 
67.1 

32.9 
。

イ
タ
リ
ア

1989/6/18 
欧

州
議

会
の

権
限

強
化

と
E
U
の

建
設

推
進

81.0 
88.l 

11.9 
。

ラ
ト
ヴ
ィ
ア

2
0
0
3
/
9
/
2
0
 

E
 U
加

盟
72.5 

67.5 
32.5 

。
リ
ト
ア
ー
ア

2
0
0
3
/
5
/
1
0
・11

E
 U
加

盟
63.4 

91.1 
8.9 

。
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク

2
0
0
5
1
7
/
1
0
 

欧
州

憲
法

条
約

の
批

准
90.4 

56.5 
43.5 

。
マ
ル
タ

2
0
0
3
/
3
/
8
 

E
 U
加

盟
91.0 

53.6 
46.4 

。
オ

フ
ン

ダ
2005/6/1 

欧
州

憲
法

条
約

の
批

准
63.3 

38.5 
61.5 

×
 

オ
ー
ス
ト
リ
ア

1994/6/12 
E

 U
加

盟
条

約
の

批
准

82.3 
66.6 

33.4 
。

ポ
ー

ラ
ン

ド
2
0
0
3
/
6
/
7
-
8
 

E
 U
加

盟
58.9 

77.5 
22.5 

。
ル

ー
マ

ニ
ア

2
0
0
3
/
1
0
/
1
8
-
1
9
 

E
 U
加

盟
準

備
の

た
め

の
憲

法
改

正
55.2 

89.6 
8.9 

。
ス

ロ
ヴ

ァ
キ

ア
2
0
0
3
/
5
/
1
6
・17

E
 U
加

盟
52.2 

93.7 
6.3 

。
ス

ロ
ヴ

ェ
ニ

ア
2
0
0
3
/
3
/
2
3
 

E
 U
加

盟
60.4 

89.6 
10.4 

。
フ

ィ
ン

ラ
ン

ド
1994/10/16 

E
 U
加

盟
条

約
の

批
准

70.8 
56.9 

43.1 
。

1994/11/20 
オ

ー
ラ

ン
ド

諸
島

の
E
U
加

盟
条

約
の

批
准

49.1 
73.6 

26.4 
。

自
治

領
オ

ー
フ

ン
ド

諸
島

の
住

民
投

票

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

1994/11113 
E

 U
加

盟
条

約
の

批
准

83.3 
52.3 

46.8 
。

白
票
0
.
9
%

2
0
0
3
/
9
/
1
4
 

共
通

通
貨

ユ
ー

ロ
の

導
入

82.6 
42.0 

55.9 
×

 
白

票
2
.
1
%

イ
ギ
リ
ス

1975/6/5 
E

 C
加

盟
の

存
続

64.5 
67.2 

32.8 
。

E
 U
加

盟
国

の
E
U
国

民
投

票
実

施
状

況
表

1
（

 ...... HHCN）恥同州刑ザ∞限定併川知

出
所

：
拙

著
『

国
民

投
票

と
欧

州
統

合
一

デ
ン

マ
ー

ク
・

E
U

関
係
史
』
（
勤
草
書
房
、

2
0
0
5
年

）
の

表
（
3
4
～
35

頁
）
を
修
正
。



(2010
年

8
月
現
在
）

国
名

年
月

日
目
的

投
票

率
%

賛
成

%
反

対
%

最
終

結
果

備
考

リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ

1992/12/13 
E

E
 A協

定
の

批
准

87.0 
55.8 

44.2 
。

イ
ン

1995/4/9 
E

E
 A協

定
の

批
准

と
ス

イ
ス

と
の

関
税

同
盟

の
存

続
82.0 

55.9 
44.l 

。
ノ

ル
ウ

ェ
ー

1
9
7
2
/
9
/
2
4
-
2
5
 

E
 C
加

盟
条

約
の

批
准

79.2 
46.5 

53.5 
×
 

1
9
9
4
/
1
1
/
2
7
・2
8

E
 U
加

盟
条

約
の

批
准

89.0 
47.8 

52.2 
×
 

1
9
7
2
/
1
2
/
3
 

E
 C
と

の
自

由
貿

易
協

定
の

批
准

52.9 
72.5 

27.5 
。

賛
成
19

州・
6
半
州
／
反
対

O
州

1
9
9
2
/
1
2
/
6
 

E
E

 A協
定

の
批

准
78.7 

49.7 
50.3 

×
 

賛反対成l~州州・・~半半州州
／

 

1997/6/8 
E

 U
加
盟
交
渉
開
始
の
一
に
括
関
通
す
商
る
協
国
民
定
の
・
批
州
准の
事

前
承

認
35.4 

25.9 
74.1 

×
 

賛
成

O
州
／
反
対
2
0
州・

6
半

州

ス
イ
ス

2α
）（）／

5/21 
E

 C
と

48.3 
6
7
2
 

32.8 
。

2
0
0
1
/
3
/
4
 

E
 
シ~ェ惹C

EンdとmゲUの盟加ン人国盟ー1の
交0ダヵ自渉プ固由のリへ移即ン動の協時労協定間圃定へ曲市の家の場延奉開長

加
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×
 

賛
成

O
州
／
反
対
2
0
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半

州
2
0
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/
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56.6 
54.6 

45.4 
。

2
0
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/
9
/
2
5
 

54.5 
56.0 
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2
0
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9
/
2
/
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2
0
0
9
/
5
/
1
7
 

生
体

認
証

旅
券

の
E
C
指

令
に

関
す

る
覚

書
交

換
の

承
認

38.8 
50.1 

49.9 
。

非
E
U
加

盟
国

の
E
U
国

民
投

票
実

施
状

況
表

2

的的N

出
所
：
表

1
と
同
様
。

融制持出回日～…提唱乍品中握－44醤



法学研究84巻 I号（2011: 1) 

（

4
）
 

あ
り
、
そ
の
一
環
で
対
E
U
関
係
の
案
件
で
も
国
民
投
票
を
実
施
し
た
の
で
あ
る
。
ス
イ
ス
は
依
然
と
し
て

E
U
に
加
盟
し
て
い
な

E
U加
盟
国
に
四
方
を
囲
ま
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
政
治
的
、
経
済
的
利
益
を
守
る
た
め
に
常
に

E
U
と
の
関
係
を
考
え
ざ

234 

h
a
v
、、
し
カ

る
を
得
ず
、
通
商
協
定
や
加
盟
論
議
で
国
民
投
票
を
実
施
し
て
き
た
。

ス
イ
ス
に
続
く
の
が

E
U加
盟
国
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
、
過
去
八
回
の

E
U
国
民
投
票
を
実
施
し
て
い
る
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
、

E
U
の
基
本
条
約
が
締
結
、
改
正
さ
れ
る
度
に
そ
れ
を
憲
法
第
二
九
条
（
国
際
関
係
）
に
取
り
込
む
た
め
に
憲
法
改
正
が
必
要
と
な

（

5
）
 

り、

E
U
国
民
投
票
を
頻
繁
に
実
施
し
て
き
た
。
特
に
、
二

0
0
0年
代
の
ニ

l
ス
条
約
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
の
批
准
で
は
、
国
民
が

一
旦
否
決
し
た
た
め
、
再
度
国
民
投
票
を
実
施
せ
ざ
る
を
得
ず
、
実
施
回
数
の
増
加
に
拍
車
が
か
か
っ
た
。

E
U加
盟
国
と
し
て

E

U
の
発
展
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
点
で
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
極
め
て
ユ
ニ
ー
ク
な
国
で
あ
る
。

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
続
く
の
が

E
U加
盟
国
デ
ン
マ
ー
ク
の
七
回
（
住
民
投
票
一
回
を
含
む
）
で
あ
る
。
デ
ン
マ
ー
ク
は
、

ス
イ
ス
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
と
も
に
一
九
七
三
年
に

E
C
（
欧
州
共
同
体
）
に
加
盟
し
た
新
規
加
盟
国
で
あ
る
が
、
以
後
、
両
国
は

E
U
政
策

の
節
目
で
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
国
民
投
票
を
実
施
し
て
き
た
。
デ
ン
マ
ー
ク
で
は
加
盟
時
以
来
、

E
U政
策
が
国
内
政
治
上
常

に
大
き
な
論
争
の
的
に
な
り
、
憲
法
の
規
定
か
ら
国
民
投
票
を
行
な
う
こ
と
も
多
か
っ
た
。

以
上
の
三
国
で
、
全

E
U
国
民
投
票
五
一
回
の
う
ち
、
二
四
回
（
四
七
・
一
%
）
を
占
め
る
。
三
国
に
続
く
の
は
、
国
民
投
票
を

三
回
実
施
し
た
フ
ラ
ン
ス
、
二
回
実
施
し
た
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
（
住
民
投
票
一
回
を
含
む
）
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
リ
ヒ
テ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
、

ノ
ル
ウ
ェ
ー
で
あ
る
。
こ
の
結
果
か
ら
考
え
る
と
、

E
U国
民
投
票
の
実
施
は
一
部
の
国
に
集
中
す
る
傾
向
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

な
お
、

E
U加
盟
国
二
七
ヵ
国
の
う
ち
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
キ
プ
ロ
ス
、
ド
イ
ツ
、
ギ
リ
シ
ャ
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
六
カ

国
は
二

O
一
O
年
八
月
現
在
、

E
U
国
民
投
票
を
一
回
も
実
施
し
て
い
な
い
。

E
U加
盟
国
を
原
加
盟
国
六
ヵ
国
と
新
規
加
盟
国
二
一
ヵ
国
の
二
つ
に
分
け
て

E
U
国
民
投
票
の
実
施
回
数
を
分
析
す
る
。

E
U加
盟
国
の

E
U
国
民
投
票
実
施
回
数
三
八
回
の
内
訳
は
、
原
加
盟
国
六
回
、
新
規
加
盟
国
三
二
回
で
あ
る
。

次
に
、

一
ヵ
国
あ
た
り
の



欧州統合過程と国民投票

(2010年8月現在）

回数
国民投票 l国あたりの

実施回数 平均実施回数

原加盟国全体 6ヵ国 6回 1.0回

新規加盟国全体 21ヵ国 32回 1.5回
一ー一一一ーーーー一一ーーーーーー一ーー一ーーー一 一一一一一一一ーーーー ーーーーーーーー一ーーーー一一

1995年以前の新規加盟国 9ヵ国 22回 2.4回

2004年以後の新規加盟国 12ヵ国 10回 0.8回

計 27ヵ国 38回 1.4回

E U加盟国国別平均実施回数表3

平
均
実
施
回
数
を
算
出
す
る
と
、

E
U加
盟
国
全
体
で
一
・
四
回
、
原
加
盟
国
で
一
回
、
新

規
加
盟
国
で
一
・
五
回
で
あ
る
。
な
お
、
新
規
加
盟
国
を
一
九
九
五
年
以
前
加
盟
の
九
ヵ
国

と
二

O
O
四
年
以
後
加
盟
の
一
二
ヵ
国
に
分
け
て
考
え
る
と
、
前
者
は
実
施
回
数
二
二
回
、

一
ヵ
国
平
均
実
施
回
数
二
・
四
回
、
後
者
は
実
施
回
数
一

O
回、

0
・
八
回
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、

一
ヵ
国
平
均
実
施
回
数

E
U国
民
投
票
の
実
施
は
、
現
在
ま
で

の
と
こ
ろ
、
圧
倒
的
に
新
規
加
盟
国
、
特
に
一
九
九
五
年
以
前
に
加
盟
し
た
西
欧
諸
国
に
多

い
こ
と
が
わ
か
る
（
表
3
参
照
）
。
こ
れ
は
国
民
投
票
を
多
用
す
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
デ
ン

マ
ー
ク
の
存
在
が
大
き
い
。

国
民
投
票
を
実
施
年
に
基
づ
い
て
分
類
し
、
図
に
し
た
の
が
図
ー
で
あ
る
。
国
民
投
票
が

一
九
九
四
年
、
二

O
O

実
施
さ
れ
た
大
き
な
ピ

l
ク
の
年
は
一
九
七
二
年
、

一
九
九
二
年
、

三
年
、
二

O
O
五
年
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
E
C
の
第
一
次
拡
大
、

E
U
（マ
l

表l、表2を基に筆者作成。

ス
ト
リ
ヒ
ト
）
条
約
の
批
准
と

E
E
A
（
欧
州
経
済
領
域
）
協
定
の
批
准
、

E
U
の
第
四
次
拡

大、

E
U
の
第
五
次
拡
大
、
欧
州
憲
法
条
約
の
批
准
が
争
点
と
な
っ
た
年
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
、
多
く
の
国
民
投
票
は
組
織
の
拡
大
お
よ
び
基
本
条
約
の
締
結
・
改
正
と
い
う
E
U
の

発
展
の
歴
史
上
、
極
め
て
重
要
な
節
目
で
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
、
表
4
、

表
5
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
基
本
条
約
の
締
結
・
改
正
を
め
ぐ
り
一
六
回
、

E
U拡
大
を
め

ぐ
り
一
八
回
の
国
民
投
票
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

出所

国
民
投
票
が
実
施
さ
れ
た
年
代
で
分
類
す
る
と
、
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
が
わ
か
る
。
表

6
の
通
り
、

E
U
国
民
投
票
が
特
に
近
年
、
多
く
実
施
さ
れ
て
い
る
。
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欧州統合過程と国民投票

表4 E U基本条約の締結・改正と国民投票 (2010年8月現在）

基本条約名 発効年 国民投票実施回数（国名は実施順）

欧州石炭鉄鋼共同体条約 1952年 0回
欧州経済共同体条約 1958年 0回

欧州原子力共同体条約 1958年 0回
単一欧州議定書 1987年 2回（1986年デンマーク、

1987年アイルランド）

EU （マーストリヒト）条約 1993年 4回（1992年デンマーク、

アイルランド、フランス、

1993年デンマーク）
アムステルダム条約 1999年 2回（1998年アイルランド、

デンマーク）

ニース条約 2003年 2回（2001年アイルランド、

2002年アイルランド）
欧州憲法条約 断念 4回（2005年スペイン、フランス、

オランダ、ルクセンブルク。

予定の 6カ国が実施を断念）
リスボン条約 2009年 2回（2008年アイルランド、

2009年アイルランド）

計 16回

出所：表lを基に筆者作成。

表5 E U拡大と国民投票 (2010年8月現在）

EU拡大（加盟国数） 拡大年 国民投票実施回数（国名は実施Ill頁）

第 l次拡大（ 6ヵ国＋ 3ヵ国） 1973年 4回（1972年フランス、アイルランド、

ノルウェー、デンマーク）
第2次拡大（ 9ヵ国＋ 1ヵ国） 1981年 0回
第3次拡大（10ヵ国＋ 2ヵ国） 1986年 0回
第4次拡大（12ヵ国＋ 3ヵ国） 1995年 5回（1994年オーストリア、

フィンランド、スウェーデン、

フィンランド・オーランド、ノ

ルウェー）
第5次拡大（15ヵ国＋ 10ヵ国） 2004年 9回（2003年マル夕、スロヴェニア、

ハンガリー、リトアニア、

スロヴァキア、ポーランド、

チェコ、エストニア、ラトヴイ

ア）
第6次拡大（25ヵ国＋ 2ヵ国） 2007年 0回

計 18回

出所：表1、表2を基に筆者作成。

237 



法学研究84巻 l号（20ll: 1) 

(2010年8月現在）

実施年代 実施回数 実施回数
否決回数

加盟国 非加盟国 計

1969年以前 0ヵ国 0回（ 0%) 0回 0回 0回

1970年代 6ヵ国 6回（11.8%) 0回 l回 l回

1980年代 3ヵ国 4回（ 7.8%) l回 0回 1回

1990年代 9ヵ国 15回（29.4%) l回 3回 4回

2000年代 18ヵ国 26回（51.0%) 6回 1回 7回

計 51回（100%) 8回 5回 13回

年代別実施回数・実施回数・否決回数表6

に
増
え
始
め
、
二

0
0
0年
代
は
ま
さ
に
劇
的
に
増
え
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は

一
九
九

0
年
代
と
二

0
0
0年
代
で
全
体
の
八

0
・
四
%
を
占
め
て
い
る
。
そ
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A
h
E
O
 

＃
hu
し

れ
は
、
図
1
の
実
施
回
数
の
累
計
の
伸
び
を
み
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
各
年

代
に

E
U
国
民
投
票
を
実
施
し
た
国
の
数
も
表
6
の
通
り
一
九
九

0
年
代
以
降
に
急
増

し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
基
本
的
に
拡
大
に
よ
り
E
U加
盟
国
自
体
の
数
が
増
え
た
こ
と

が
大
き
な
要
因
で
あ
る
が
、
多
く
の
国
で

E
U国
民
投
票
の
実
施
が
定
着
し
て
き
で
い

る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
現
実
を
み
る
な
ら
ば
、

E
U
国
民
投
票
を
一
部
の
加

盟
国
の
問
題
と
み
る
こ
と
は
最
早
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

投
票
結
果

内
ζ次

に
、
投
票
結
果
か
ら

E
U
国
民
投
票
を
考
え
て
み
よ
う
。
表
1
、
表
2
に
お
け
る

最
終
結
果
欄
に
あ
る

O
×
は
、
そ
の
国
民
投
票
の
対
象
と
な
っ
た
目
的
が
承
認
さ
れ
た

表l、表2を基に筆者作成。

か
（
O
）
、
否
決
さ
れ
た
か
（
×
）
を
投
票
結
果
に
基
づ
い
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

五
一
回
の
国
民
投
票
の
う
ち
、

O
は
三
八
回
、

票
二
ニ
回
の
国
別
内
訳
は
デ
ン
マ
ー
ク
三
回
、

×
は
二
二
回
で
あ
る
。
否
決
の
国
民
投

ス
イ
ス
三
回
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
二
回
、

ノ
ル
ウ
ェ
ー
二
回
、

フ
ラ
ン
ス
一
回
、
オ
ラ
ン
ダ
一
回
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
一
回
で
あ
る
。

こ
の
結
果
を
み
る
限
り
、
国
民
投
票
で
は
高
い
確
率
（
七
割
五
分
）
で
対
象
と
な
っ
た

目
的
が
承
認
さ
れ
て
い
る
。
否
決
さ
れ
た
国
民
投
票
は
比
較
的
ま
れ
な
事
例
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
よ
り
詳
細
に
み
る
と
、
重
要
な
傾
向
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、

出所



表
6
の
通
り
、
否
決
と
な
っ
た
国
民
投
票
は
二

0
0
0年
代
に
七
回
を
記
録
し
、
そ
の
う
ち

E
U加
盟
国
が
六
回
を
占
め
て
い
る
。

こ
の
結
果
か
ら
、
近
年
は

E
U加
盟
国
で
議
論
を
呼
ぶ
テ
l
マ
に
つ
い
て
国
民
投
票
が
実
施
さ
れ
、
そ
の
投
票
結
果
に

E
U
が
翻
弄

さ
れ
て
い
る
現
実
が
み
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

E
U国
民
投
票
は
欧
州
統
合
過
程
に
い
か
な
る
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
特
に
否
決
の
結
果
と
な

（

6
）
 

っ
た
一
三
回
の
国
民
投
票
に
つ
い
て
簡
単
に
整
理
し
て
お
き
た
い
。
デ
ン
マ
ー
ク
の
一
九
八
二
年
住
民
投
票
と
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
一
九

（

7
）
 

七
二
年
、
一
九
九
四
年
国
民
投
票
は
、
欧
州
統
合
の
拡
大
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
国
民
投
票
に
よ
り
、
グ
リ
ー
ン
ラ

ン
ド
（
デ
ン
マ
ー
ク
の
自
治
領
）
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
は
欧
州
統
合
へ
の
参
加
を
拒
否
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
拡
大
を
重
ね
て
き
た

で
は
、

E
U
に
と
っ
て
、
数
少
な
い
挫
折
の
事
例
を
提
供
し
て
い
る
。
ま
た
、
ス
イ
ス
の
一
九
九
二
年
、

（

8
）
 

投
票
も
拡
大
と
密
接
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
特
に
、
一
九
九
二
年
国
民
投
票
は
ス
イ
ス
が

E
E
A協
定
に
参
加
し
な
い
こ
と
を

決
め
た
も
の
で
あ
る
。

E
E
A
は、

E
C
の
域
内
市
場
計
画
に
慌
て
た

E
F
T
A
（
欧
州
自
由
貿
易
連
合
）
諸
国
が

E
C市
場
に
接

近
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
交
渉
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、

E
F
T
A諸
国
の
多
く
は

E
C
へ
の
加
盟
の
道
を
選
び
、

E
E
A
の
重

要
性
は
低
下
し
た
。
そ
こ
に
、
こ
の
国
民
投
票
で

E
F
T
A
の
一
国
ス
イ
ス
も

E
E
A
に
参
加
し
な
い
こ
と
を
決
め
た
た
め
、
余
計

一
九
九
七
年
、
二

O
O
一
年
国
民

に
E
E
A
の
存
在
意
義
は
薄
れ
た
。

欧州統合過程と国民投票

以
上
の
六
回
の
国
民
投
票
は
、

E
Uと
周
辺
国
、
周
辺
地
域
と
の
関
係
を
見
直
す
き
っ
か
け
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

E
U側
に
と
っ
て
は
、
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
の
事
例
を
除
い
て
、
基
本
的
に

E
U域
外
の
国
が

E
Uと
の
関
係
を
国
民
投
票
に
か
け
た

も
の
で
あ
り
、

E
U本
体
に
対
す
る
直
接
的
影
響
は
少
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
一
九
九
二
年
国
民
投
票
、
フ
ラ
ン
ス
の
二

O
O
五
年
国
民
投
票
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
二

O
O
一

年
、
二

O
O
八
年
国
民
投
票
、
オ
ラ
ン
ダ
の
二

O
O
五
年
国
民
投
票
は
、
基
本
条
約
の
締
結
・
改
正
に
直
接
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、

（

9
）
 

E
U
の
深
化
に
対
す
る
影
響
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。
デ
ン
マ
ー
ク
の
一
九
九
二
年
国
民
投
票
で
は
、

E
U
（マ

l
ス
ト

239 
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デ
ン
マ
ー
ク
国
民
は
僅
差
な
が
ら
も
拒
否
の
決
断
を
下
し
た
。
結
局
、
デ
ン
マ
ー
ク
は
一
九
九

二
年
二
一
月
の
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
合
意
に
よ
り
E
U条
約
の
規
定
の
う
ち
欧
州
市
民
権
、
経
済
通
貨
同
盟
（
E
M
U）
第
三
段
階
、
共

通
防
衛
、
司
法
内
務
協
力
で
適
用
除
外
（
以
下
、
四
つ
の
適
用
除
外
）
を
獲
得
し
、
翌
年
五
月
に
国
民
投
票
を
再
度
行
な
い
、
こ
れ

を
承
認
し
た
。
こ
の
事
例
は
一
時
的
に
E
C
を
麻
揮
さ
せ
、
二

0
0
0年
代
に
基
本
条
約
の
締
結
・
改
正
を
め
ぐ
る
国
民
投
票
で
繰
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リ
ヒ
ト
）
条
約
の
批
准
に
関
し
て
、

り
返
さ
れ
た
混
乱
の
先
例
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
同
時
に
一
九
九
二

l
一
九
九
三
年
の
混
乱
は
国
民
投
票
で
の
否
決
と
い
う
危
機
的

状
況
に
対
し
て
、
国
民
投
票
の
再
実
施
で
切
り
抜
け
る
と
い
う
危
機
打
開
の
経
験
を
も
た
ら
し
、
後
に
こ
れ
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
事

例
に
活
か
さ
れ
た
。

二
O
O
一
年
に
署
名
さ
れ
た
ニ

l
ス
条
約
に
つ
い
て
は
、

（

叩

）

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
が
同
年
に
国
民
投
票
を
実
施
し
た
。
結
果
は
否
決
と
な

り
、
ニ

l
ス
条
約
の
発
効
が
危
ぶ
ま
れ
、
他
の
加
盟
国
に
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
、

七
三
年
以
来
E
U
の
地
域
政
策
か
ら
多
大
な
思
恵
を
受
け
て
き
た
加
盟
国
で
あ
り
、

E
U
へ
の
支
持
が
国
民
の
聞
に
定
着
し
て
い
る

と
み
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
三
四
・
八
%
と
い
う
低
投
票
率
（
全
E
U
国
民
投
票
中
の
史
上
最
低
の
数
値
）
が
災
い
し
、
ニ

l
ス
条

約
批
准
案
は
否
決
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。
し
か
し
、

九

一
九
九
二
年
の
デ
ン
マ
ー
ク
の
先
例
が
活
き
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
二

O
O
二

年
に
国
民
投
票
を
再
度
実
施
し
、
同
条
約
の
批
准
を
果
た
し
た
。

二
O
O
四
年
に
署
名
さ
れ
た
欧
州
憲
法
条
約
に
つ
い
て
は
、

（

U
）

（

ロ

）

フ
ラ
ン
ス
と
オ
ラ
ン
ダ
が
二

O
O五
年
国
民
投
票
で
同
条
約
の
批
准

案
を
否
決
し
た
。

E
U
は
そ
の
直
後
に
欧
州
憲
法
条
約
の
批
准
過
程
を
凍
結
し
、
「
熟
慮
期
間
」
を
お
い
た
も
の
の
、
結
局
、
批
准

を
断
念
し
た
。
両
国
と
も
欧
州
統
合
の
原
加
盟
国
で
あ
り
、
統
合
の
深
化
で
推
進
力
と
な
っ
て
き
た
国
で
あ
り
、

が
欧
州
憲
法
条
約
の
批
准
案
を
否
決
し
た
事
態
は
、
前
述
の
デ
ン
マ
ー
ク
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
国
民
投
票
以
上
の
危
機
的
状
況
を
E

一
度
に
こ
の
二
国

U
に
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
の
国
民
投
票
で
は
、
欧
州
憲
法
条
約
そ
の
も
の
に
対
す
る
批
判
よ
り
も
、

E

U
拡
大
に
伴
う
移
民
問
題
、
雇
用
問
題
、
財
政
負
担
問
題
、
さ
ら
に
自
国
の
大
統
領
や
政
府
与
党
へ
の
不
満
と
い
っ
た
要
因
が
有
権



（臼）

者
に
影
響
し
た
こ
と
が
国
民
投
票
直
後
の
世
論
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

欧
州
憲
法
条
約
に
よ
る

E
U
の
停
滞
を
打
開
す
る
た
め
、
欧
州
憲
法
条
約
の
主
要
部
分
を
再
編
集
し
た
リ
ス
ボ
ン
条
約
が
二

0
0

七
年
に
署
名
さ
れ
た
。
同
条
約
の
批
准
に
つ
い
て
は
、
欧
州
憲
法
条
約
の
教
訓
か
ら
、
国
民
投
票
の
実
施
を
で
き
る
限
り
避
け
る
道

（

M
）
 

が
選
択
さ
れ
、

E
U
二
七
加
盟
国
中
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
み
が
二

O
O
八
年
に
国
民
投
票
を
実
施
し
た
。
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
、
同

条
約
を
憲
法
に
取
り
込
む
た
め
の
憲
法
改
正
が
必
要
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
投
票
結
果
は
ニ

1
ス
条
約
と
同
様
に
否
決

と
な
り
、
再
び

E
U
に
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
た
。
今
回
は
投
票
率
が
通
常
の
五

O
%台
で
あ
り
、
世
論
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
た
有
権

者
の
反
対
理
由
も
「
情
報
の
不
足
」
、
「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
守
る
」
な
ど
の
漠
然
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、

再
国
民
投
票
の
条
件
づ
く
り
が
難
航
し
た
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
政
府
は
、
国
民
投
票
で
の
否
決
の
経
験
を
有
す
る
デ
ン
マ
ー
ク
政
府
と

（日）

も
接
触
し
、
打
開
策
を
模
索
し
た
。
最
終
的
に

E
U
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
欧
州
委
員
会
委
員
の
指
名
や
人
工
妊
娠
中
絶
、
同
性
愛
、

税
制
、
防
衛
の
決
定
で
の
主
権
の
維
持
を
保
証
し
た
こ
と
で
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
翌
年
に
再
国
民
投
票
を
実
施
し
、
批
准
の
承
認
を

得
た
の
で
あ
る
。

欧州統合過程と国民投票

（

日

）

（

口

）

そ
の
他
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
二

0
0
0年
国
民
投
票
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
二

O
O
三
年
国
民
投
票
は
、
両
国
が
経
済
通
貨
同
盟
第
三

段
階
に
参
加
し
、
ユ
ー
ロ
を
導
入
す
る
か
否
か
を
決
め
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
と
も
に
国
民
に
よ
り
否
決
さ
れ
た
。
デ
ン
マ

ー
ク
の
場
合
、
国
民
投
票
が
憲
法
上
も
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
最
終
決
定
の
場
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
場
合
、
憲

法
上
は
あ
く
ま
で
も
諮
問
的
な
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
が
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
政
府
お
よ
び
与
野
党
は
こ
の
結
果
を
尊
重
し
、
ユ
ー
ロ

導
入
を
断
念
し
た
。
こ
の
両
国
の
決
定
は

E
U
に
お
け
る
ユ

1
ロ
の
発
展
と
い
う
観
点
で
は
大
き
な
失
望
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
ユ
ー
ロ
問
題
は

E
U
に
お
い
て
全
加
盟
国
が
一
度
に
導
入
す
る
も
の
で
は
な
く
、
で
き
る
固
か
ら
導
入
を
開
始
す
る
も
の

で
あ
っ
た
（
二

O
O
三
年
時
点
で
は

E
U
一
五
ヵ
国
中
二
一
ヵ
国
が
導
入
済
み
）
。
そ
の
た
め
、
前
述
の
基
本
条
約
の
締
結
・
改
正
と
は
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異
な
り
、
国
民
投
票
結
果
が
欧
州
中
央
銀
行
制
度
の
根
幹
を
揺
る
が
す
恐
れ
は
な
か
っ
た
。
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以
上
の
よ
う
に
、
二
二
回
の
国
民
投
票
は
、
そ
れ
ぞ
れ
程
度
の
差
は
あ
る
も
の
の
、
ど
れ
も
E
U
の
発
展
に
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
を

与
え
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
特
に
、
二

0
0
0年
代
に
は
基
本
条
約
の
締
結
・
改
正
を
め
ぐ
る
国
民
投
票
の
よ
う
に
最
も
重
要

な
問
題
で

E
Uを
動
揺
さ
せ
た
。

E
U
に
と
っ
て
、
国
民
投
票
は
無
視
で
き
な
い
存
在
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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同

E
U国
民
投
票
の
現
状

近
年
、
な
ぜ

E
U
国
民
投
票
が
急
激
に
増
加
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
述
の
通
り
、

一
九
九

0
年
代
以
降
の
国
民
投
票
の
主

要
目
的
は
、

E
U
（マ
l
ス
ト
リ
ヒ
ト
）
条
約
の
批
准
と

E
E
A
協
定
の
批
准
、

E
U
の
第
四
次
拡
大
、

E
U
の
第
五
次
拡
大
、
欧

州
憲
法
条
約
の
批
准
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
冷
戦
終
結
以
来
の
欧
州
情
勢
の
大
変
動
と
密
接
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
り
、

E

U
が
統
合
の
深
化
と
拡
大
を
積
極
的
に
推
進
し
た
結
果
で
あ
る
。
ど
れ
も
E
U
の
性
格
を
域
内
的
に
も
域
外
的
に
も
大
き
く
変
え
、

欧
州
に
お
け
る

E
U
の
存
在
感
を
高
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
特
に
、
深
化
の
問
題
は

E
U自
体
を
質
的
に
変
化
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ

た
た
め
に
、
加
盟
国
国
内
で
は
大
き
な
政
治
的
争
点
に
な
っ
た
。
一
九
九
三
年
の

E
U
の
発
足
は
欧
州
統
合
の
歴
史
に
お
い
て
大
き

な
分
岐
点
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
以
後
も
、
基
本
条
約
の
締
結
・
改
正
が
続
き
、

E
U
を
よ
り
統
合
さ
れ
た
形
に
変
化
さ
せ
つ
つ

あ
る
。
そ
れ
ら
を
め
ぐ
り
政
治
家
レ
ベ
ル
の
み
な
ら
ず
、
国
民
レ
ベ
ル
で
も
様
々
な
意
見
が
戦
わ
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
状
況
か
ら
、

国
民
投
票
と
い
う
囲
内
的
な
決
定
手
続
き
が
頻
繁
に
使
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
域
外
の
国
も
E
U
の
発
展
を
無
視
で
き
ず
、
何
ら
か
の
関
係
を
模
索
す
る
必
要
性
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

E
U
に

加
盟
を
求
め
た
国
も
あ
れ
ば
、
経
済
的
な
協
定
を
締
結
し
た
だ
け
の
国
も
あ
る
が
、

E
U
が
従
来
型
の
政
府
間
国
際
組
織
で
は
な
く
、

大
き
な
主
権
委
譲
を
伴
う
国
際
組
織
で
あ
っ
た
た
め
に
、
決
定
に
際
し
て
国
民
投
票
の
実
施
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
も
多
か
っ
た
。

ほ
と
ん
ど
の
新
規
加
盟
国
で
は
加
盟
の
是
非
を
め
ぐ
り
議
論
が
続
き
、
政
府
が
加
盟
の
正
統
性
を
強
化
す
る
た
め
国
民
投
票
を
実
施

し
た
。
そ
の
結
果
、

一
九
九

0
年
代
以
降
の
新
規
加
盟
国
の
急
増
も
、
国
民
投
票
実
施
回
数
の
増
加
を
も
た
ら
す
一
因
と
な
っ
た
。



E
U国
民
投
票
は
一
九
九

0
年
代
以
降
、
急
増
し
た
が
、
現
在
、
変
化
が
生
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
前
述
の

欧
州
憲
法
条
約
と
リ
ス
ボ
ン
条
約
を
め
ぐ
る
国
民
投
票
に
顕
著
で
あ
る
。

E
U基
本
条
約
の
批
准
作
業
は
各
締
約
国
の
憲
法
上
の
要
件
に
従
っ
て
行
な
わ
れ
る
が
、
実
際
に
は
各
国
政
府
の
政
治
的
判
断
や

囲
内
の
政
治
情
勢
に
よ
り
様
々
な
形
が
あ
り
う
る
。
大
き
く
分
け
れ
ば
、
議
会
承
認
の
み
に
よ
る
園
、
国
民
投
票
実
施
に
よ
る
国

（
そ
の
大
半
が
議
会
承
認
と
の
併
用
）
の
二
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
る
。
欧
州
憲
法
条
約
の
批
准
で
は
、
批
准
作
業
が
開
始
さ
れ
た
時

以
上
の
よ
う
に
、

点
で
議
会
承
認
の
み
に
よ
る
国
が
一
五
ヵ
国
、
国
民
投
票
を
実
施
す
る
国
が
一

0
ヵ
国
と
予
想
さ
れ
て
い
た
（
当
時
、
二
五
加
盟
国
）
。

国
民
投
票
実
施
予
定
の
一

0
ヵ
国
は
、
ス
ペ
イ
ン
、
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
夕
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
、
チ
ェ
コ
、
イ
ギ
リ
ス
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
あ
っ
た
（
国
民
投
票
実
施
予
定
時
期
の
順
）
。

フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
の
国

民
投
票
で
の
否
決
を
受
け
て
、
二

O
O
五
年
六
月
の
欧
州
理
事
会
が
批
准
作
業
の
凍
結
を
決
定
す
る
前
に
、
す
で
に
国
民
投
票
を
実

施
、
あ
る
い
は
日
程
を
確
定
し
て
い
た
の
は
、
ス
ペ
イ
ン
、
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
、
デ
ン
マ
ー
ク
で
あ
っ
た
口

実
際
に
予
定
通
り
実
施
し
た
の
は
、
ス
ペ
イ
ン
、
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
の
四
ヵ
国
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
フ
ラ

欧州統合過程と国民投票

ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
で
欧
州
憲
法
条
約
批
准
案
が
否
決
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
デ
ン
マ
ー
ク
は
、
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
の
国
民
投
票
結

果
を
受
け
て
、
結
局
国
民
投
票
の
実
施
を
延
期
し
た
。
そ
の
結
果
、
国
民
投
票
実
施
予
定
国
で
国
民
投
票
を
実
施
し
、
批
准
を
完
了

し
た
の
は
ス
ペ
イ
ン
と
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
の
二
ヵ
国
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

他
方
、
議
会
承
認
の
み
の
国
で
は
着
々
と
批
准
作
業
が
進
め
ら
れ
た
。
二

O
O
五
年
六
月
以
降
の
「
熟
慮
期
間
」
に
お
い
て
も
多

く
の
国
が
批
准
作
業
を
続
け
、
批
准
を
完
了
し
た
。
最
終
的
に
議
会
承
認
グ
ル
ー
プ
一
五
ヵ
国
中
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
以
外
の
一
四
カ

（
川
崎
）

国
に
お
い
て
議
会
承
認
は
終
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
説
明
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
欧
州
憲
法
条
約
の
批
准
作
業
で
は
国
民
投
票
が
多
用
さ
れ
た
。
一

0
ヵ
国
の
国
民
投
票
実
施

予
定
国
に
は
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
と
い
う
大
国
も
含
ま
れ
て
い
た
。

E
U
に
お
い
て
そ
れ
以
前
に
基
本
条
約
の
締
結
・
改
正
を
め
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ぐ
り
実
施
さ
れ
た
国
民
投
票
回
数
は
、
欧
州
憲
法
条
約
と
比
較
す
る
と
必
ず
し
も
多
く
な
い
。
表
4
の
通
り
、
欧
州
石
炭
鉄
鋼
共
同

体
条
約

O
回
、
欧
州
経
済
共
同
体
条
約
・
欧
州
原
子
力
共
同
体
条
約

O
回
、
単
一
欧
州
議
定
書
二
回
、

E
U
（マ
l
ス
ト
リ
ヒ
ト
）
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ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
条
約
二
回
、
ニ

l
ス
条
約
二
回
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
基
本
条
約
に
つ
い
て
そ
れ
ま
で
実
施
さ
れ
た
国

民
投
票
の
合
計
と
同
じ
回
数
が
、
欧
州
憲
法
条
約
で
実
施
さ
れ
る
予
定
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

欧
州
憲
法
条
約
批
准
を
め
ぐ
り
国
民
投
票
に
訴
え
る
加
盟
国
が
多
か
っ
た
理
由
と
し
て
は
、
二

O
O
四
年
五
月
の
中
・
東
欧
、
南

欧
諸
国
一

0
ヵ
国
の

E
U加
盟
に
伴
い
、
加
盟
国
数
が
増
え
た
と
い
う
単
純
な
理
由
に
加
え
て
、

E
Uと
加
盟
国
と
の
関
係
の
基
礎

を
確
認
す
る
「
憲
法
」
条
約
の
批
准
に
国
民
の
直
接
的
支
持
を
付
与
し
て
、
憲
法
条
約
の
正
統
性
を
高
め
た
い
と
す
る
各
国
政
府
の

（四）

政
治
的
思
惑
も
あ
っ
た
。
伝
統
的
に
憲
法
の
承
認
を
国
民
投
票
の
対
象
と
す
る
国
は
多
い
。
結
局
、
国
民
投
票
実
施
予
定
の
一

O
ヵ

ス
ペ
イ
ン
は

E
U
国
民
投
票
を
初
め
て
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

条
約
四
回
、

国
の
う
ち
、

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
夕
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、

E
U
以
外
の
問
題
を
含
め
て
も
、
同
国
の
歴
史
上
、
初
め
て
国
民
投
票
を
実
施
し
た
の
で
あ
る
。
以
上
の

よ
う
に
、
欧
州
憲
法
条
約
の
批
准
作
業
に
お
い
て
、
国
民
投
票
に
対
す
る
期
待
が
加
盟
国
で
ピ

l
ク
に
達
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
欧
州
憲
法
条
約
を
め
ぐ
る
国
民
投
票
は
、
前
述
の
通
り
、
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
の
否
決
と
い
う
結
果
に
な
り
、
最
終
的
に
欧

州
憲
法
条
約
自
体
を
断
念
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

長
い
停
滞
の
末
に

E
U
は
新
た
に
リ
ス
ボ
ン
条
約
を
生
み
出
し
た
。
内
容
的
に
は
欧
州
憲
法
条
約
の
主
要
部
分
を
継
承
す
る
も
の

で
あ
っ
た
が
、
こ
の
リ
ス
ボ
ン
条
約
の
批
准
で
は
国
民
投
票
を
実
施
し
た
の
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
み
で
あ
っ
た
。
欧
州
憲
法
条
約
の

オ
ラ
ン
ダ
に
つ
い
て
は
、

国
民
投
票
実
施
予
定
国
が
一

0
ヵ
国
で
あ
っ
た
こ
と
と
比
べ
る
と
、
そ
の
差
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
加
盟
国
は
、
リ
ス
ボ
ン
の
条
約

の
批
准
を
確
実
に
す
る
た
め
に
国
民
投
票
に
よ
る
承
認
で
は
な
く
、
議
会
承
認
の
み
の
道
を
選
択
し
た
の
で
あ
る
。
唯
一
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
の
み
、
憲
法
改
正
と
の
関
連
で
国
民
投
票
を
実
施
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
前
述
の
よ
う
に

二
O
O
八
年
に
リ
ス
ボ
ン
条
約
の
批
准
に
失
敗
し
、
再
国
民
投
票
を
必
要
と
し
た
。



以
上
の
欧
州
憲
法
条
約
か
ら
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
至
る
批
准
作
業
の
展
開
を
み
る
と
、

E
U
の
歴
史
上
、
国
民
投
票
へ
の
期
待
が
最

大
化
し
、
そ
れ
が
一
気
に
は
じ
け
た
現
実
を
見
出
せ
る
。
国
民
の
支
持
を
直
接
得
る
こ
と
で
「
民
主
主
義
の
赤
字
」
を
解
消
し
、

E

U
の
正
統
性
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
期
待
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
に
は
国
民
の
支
持
が
得
ら
れ
ず
、

E
U
に
危
機
的

状
況
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
欧
州
統
合
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
加
盟
国
政
府
や

E
U諸
機
関
の
側
に
と
っ
て
は
、
国
民
投
票
は

（却）

不
確
実
性
を
増
す
政
策
決
定
手
段
で
し
か
な
く
、
極
め
て
危
険
な
も
の
と
認
識
さ
れ
た
。
リ
ス
ボ
ン
条
約
の
批
准
過
程
は
、
そ
れ
を

端
的
に
示
し
て
い
る
。

以
上
の
経
緯
か
ら
、
今
後
も
E
U
に
お
い
て
は
国
民
投
票
を
敬
遠
す
る
傾
向
が
続
く
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
基
本
条
約
の
締
結
・

改
正
は
将
来
も
予
想
さ
れ
、
ま
た

E
U
が
南
欧
な
ど
へ
さ
ら
に
拡
大
す
る
可
能
性
も
高
い
。
こ
れ
ら
の
動
き
は
、
欧
州
各
国
に
と
っ

て
そ
の
国
家
体
制
、
憲
法
体
制
の
根
本
的
変
更
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
批
准
に
際
し
て
憲
法
上
、
国
民
投
票
の
実
施
が
強

制
的
な
国
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
今
後
も
E
U
国
民
投
票
を
実
施
す
る
国
が
完
全
に
な
く
な
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

E
U
に
お

い
て
国
民
投
票
を
い
か
に
使
い
こ
な
す
か
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

2 

デ
ン
マ
ー
ク
の

E
U
国
民
投
票

欧州統合過程と国民投票

川
デ
ン
マ
ー
ク
の

E
U政
策
と
国
民
投
票

デ
ン
マ
ー
ク
は
、

E
U
総
人
口
の
約
一
%
（
二
O
一
O
年
一
月
一
日
現
在
、
人
口
五
五
三
万
四
七
三
八
人
）
を
占
め
る
に
す
ぎ
ず
、

E
U
に
お
い
て
「
小
国
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
閣
僚
理
事
会
の
加
重
特
定
多
数
決
票
数
七
票
（
全
体
三
四
五

票
の
二
・
O
%
）
、
欧
州
議
会
議
席
数
一
四
議
席
（
全
体
七
八
五
議
席
の
一
・
八
%
）
に
示
さ
れ
る
。
こ
の
デ
ン
マ
ー
ク
で
は
、
欧
州
統

合
へ
の
対
応
が
一
九
七
三
年
の

E
C加
盟
時
以
来
、
常
に
囲
内
政
治
の
重
要
争
点
で
あ
り
続
け
、
各
政
党
の
み
な
ら
ず
国
民
の
間
で
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も
議
論
が
続
い
た
。
そ
の
結
果
、
国
内
的
に
合
意
形
成
に
苦
労
し
、

E
U
に
お
い
て
デ
ン
マ
ー
ク
は
統
合
推
進
派
と
は
な
れ
ず
、

（
幻
）

「
気
の
進
ま
な
い
欧
州
人
（

5
－R
S
E
何日
8
8
5）
」
と
さ
れ
て
き
た
。
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デ
ン
マ
ー
ク
の

E
U
政
策
決
定
で
特
徴
的
な
点
と
し
て
、
第
1
章
で
述
べ
た
よ
う
に
国
民
投
票
の
多
用
が
あ
る
。
国
会
で
の
決
定

の
み
な
ら
ず
、
多
く
の
場
合
、
重
要
争
点
で
国
民
投
票
が
実
施
さ
れ
て
き
た
。
二

O
一
O
年
八
月
現
在
、
欧
州
統
合
に
関
し
て
国
民

投
票
六
回
、
住
民
投
票
一
回
を
実
施
し
て
い
る
（
表
1
参
照
）
。
一
九
七

0
年
代
以
降
、
実
施
を
積
み
重
ね
て
き
た
結
果
で
あ
り
、

E
U加
盟
国
で
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
近
年
追
い
抜
か
れ
る
ま
で
、

デ
ン
マ
ー
ク
は

E
U
に
お
い
て
最
も
国
民
投
票
を
実
施
し
て
き
た

国
で
あ
っ
た
。
今
後
も
デ
ン
マ
ー
ク
は
国
民
投
票
を
実
施
す
る
と
予
想
さ
れ
、

E
U
の
中
で
国
民
投
票
を
多
用
す
る
加
盟
国
の
一
員

で
あ
り
続
け
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
場
合
、
国
民
投
票
は

E
U
問
題
で
も
拡
大
、
深
化
に
関
わ
る
様
々
な
テ
l
マ
に

つ
い
て
実
施
さ
れ
、
そ
の
形
態
も
実
施
が
強
制
的
か
、
自
発
的
か
、
投
票
結
果
が
拘
束
的
か
、
諮
問
的
か
ま
で
考
え
る
と
、
多
様
で

あ
る
。デ

ン
マ
ー
ク
で
国
民
投
票
が
多
用
さ
れ
る
背
景
に
は
、
現
行
の
一
九
五
三
年
憲
法
の
存
在
が
大
き
い
。
特
に
、
憲
法
第
二

O
条

（
国
際
機
関
へ
の
主
権
委
譲
）
の
存
在
と

E
U国
民
投
票
の
定
着
が
あ
る
。
同
条
に
よ
り
、
国
際
機
関
に
対
す
る
主
権
委
譲
を
伴
う
法

案
の
採
択
に
は
国
会
の
六
分
の
五
の
賛
成
（
国
会
一
七
九
議
席
中
、
一
五
O
議
席
）
が
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
に
達
し
な
い
過
半
数
の
賛

（詑）

成
の
場
合
、
国
民
投
票
に
か
け
て
最
終
決
定
を
下
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
主
権
委
譲
の
絡
む
こ
と
の
多
い

E
U
問
題

で
は
国
民
投
票
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
国
民
投
票
が
頻
繁
に
実
施
さ
れ
る
と
、
各
政
党
も
国
民
も
E
U絡
み
の

重
要
法
案
で
は
国
民
投
票
の
実
施
を
当
然
視
す
る
傾
向
が
強
ま
っ
た
。

な
お
、
デ
ン
マ
ー
ク
は

E
U問
題
の
み
を
国
民
投
票
に
か
け
て
い
る
の
で
は
な
い
。
デ
ン
マ
ー
ク
憲
法
の
国
民
投
票
規
定
と
し
て

は
、
上
記
の
国
際
機
関
へ
の
主
権
委
譲
に
関
す
る
国
民
投
票
（
憲
法
第
二

O
条
）
以
外
に
も
、
外
交
問
題
に
関
す
る
国
民
投
票
（
憲

法
第
一
九
条
、
第
四
二
条
第
六
項
）
、
選
挙
権
年
齢
の
変
更
に
関
す
る
国
民
投
票
（
憲
法
第
二
九
条
）
、
通
常
法
案
に
関
す
る
国
民
投
票



（
憲
法
第
四
二
条
第
一
項
）
、
憲
法
改
正
に
関
す
る
国
民
投
票
（
憲
法
第
八
八
条
）
が
あ
り
、
国
民
投
票
が
実
施
さ
れ
て
き
た
。
さ
ら
に
、

憲
法
規
定
に
基
づ
か
な
い
国
民
投
票
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
以
上
の
法
的
根
拠
か
ら
、
デ
ン
マ
ー
ク
は
二

O
一
O
年
八
月
現

（お）

在、

E
U
問
題
を
含
め
て
合
計
二

O
回
の
国
民
投
票
を
実
施
し
て
い
る
。
最
も
古
い
も
の
は
一
九
一
六
年
一
二
月
に
実
施
さ
れ
た
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
へ
の
西
イ
ン
ド
諸
島
譲
渡
案
に
関
す
る
国
民
投
票
で
あ
り
、
譲
渡
案
を
承
認
し
て
い
る
。
ま
た
、
最
も
新
し
い
も
の

は
二

O
O九
年
六
月
に
実
施
さ
れ
た
王
位
継
承
の
男
女
平
等
に
関
す
る
国
民
投
票
で
あ
り
、
性
別
に
関
係
な
く
第
一
子
が
継
承
す
る

（

M
）
 

こ
と
を
承
認
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
デ
ン
マ
ー
ク
は
す
で
に
一
世
紀
近
い
国
民
投
票
の
歴
史
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち

E
U
国

民
投
票
も
約
四

O
年
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

デ
ン
マ
ー
ク
の

E
U
政
策
は
、
前
述
の
よ
う
に
重
要
な
節
目
で
頻
繁
に
実
施
さ
れ
た
国
民
投
票
に
よ
り
方
向
づ
け
ら
れ
て
き
た
。

E
C
加
盟
（
一
九
七
二
年
）
、
単
一
欧
州
議
定
書
の
署
名
（
一
九
八
六
年
）
、

E
U
（マ
l
ス
ト
リ
ヒ
ト
）

E
U条
約
と
エ
デ
イ
ン
パ
ラ
合
意
の
批
准
（
一
九
九
三
年
）
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
条
約
の
批
准
（
一
九

こ
の
国
民
投
票
の
争
点
は
、

条
約
の
批
准
（
一
九
九
二
年
）
、

ユ
ー
ロ
の
導
入
（
二

0
0
0
年
）
で
あ
る
。
さ
ら
に
自
治
領
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
に
お
け
る
住
民
投
票
（
一
九
八
二
年
）
で

は
、
そ
の

E
C
へ
の
残
留
が
問
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
争
点
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
に
と
っ
て
も
E
U
に
と
っ
て
も
極
め
て
重
要
な
意
味
を

（お）

も
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

九
八
年
）
、

欧州統合過程と国民投票

デ
ン
マ
ー
ク
の

E
U
国
民
投
票
の
現
状

一（2
九
七
0 
年
代
以
来

デ
ン
マ
ー
ク
囲
内
で
は
活
発
な
E
U論
議
が
展
開
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
こ
で
は
政
党
が
中
心
的
な
役
割
を

演
じ
、
国
民
投
票
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で
の
議
論
も
、
基
本
的
に
政
党
を
中
心
に
行
な
わ
れ
た
。
し
か
し
、
一
九
九

0
年
代
以
降
、
国
会

主
要
政
党
が
軒
並
み
欧
州
統
合
に
積
極
的
に
な
っ
た
結
果
、

E
Uを
め
ぐ
り
国
会
で
総
与
党
化
が
進
展
し
、
反
対
派
は
左
右
両
翼
の

小
政
党
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
国
会
の
投
票
で
は
政
府
、
国
会
主
要
政
党
の
推
進
す
る

E
U協
調
路
線
が
圧
倒
的
支
持
で
可
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決
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
国
民
の
聞
に
は
欧
州
統
合
の
深
化
に
対
す
る
不
安
は
根
強
く
、
そ
れ
は
国
民
投
票
の
際
に
欧
州
統

合
へ
の
反
対
票
と
し
て
表
出
し
て
い
る
。
国
民
投
票
結
果
の
賛
成
票
、
反
対
票
は
一
九
七
二
年
国
民
投
票
を
除
き
接
戦
と
い
え
る
か

（部）

も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
国
会
の
政
党
レ
ベ
ル
の
議
論
と
一
般
国
民
の
議
論
と
の
聞
に
は
、
大
き
な
差
異
が
存
在
す
る
。
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し
か
し
、
上
記
の
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
他
の

E
U加
盟
国
に
比
べ
る
と
、
デ
ン
マ
ー
ク
で
は

E
Uを
め
ぐ
り
質
の

高
い
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
質
を
高
め
る
場
と
し
て
、
国
会
欧
州
委
員
会
の
活
動
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
デ
ン
マ

l

ク
で
は
ほ
ぼ
す
べ
て
の
歴
代
政
府
が
少
数
政
府
で
あ
る
た
め
、
政
府
は
日
々
の

E
U
で
の
活
動
や
重
要
な
決
定
に
関
し
て
こ
の
国
会

の
常
設
委
員
会
の
同
意
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
お
か
れ
て
い
る
。
同
委
員
会
に
は
国
会
に
議
席
を
も
っ
政
党
の
有
力
議
員
、

（幻）

閣
僚
が
出
席
し
、
毎
週
、
激
し
い
議
論
を
繰
り
広
げ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
国
会
は

E
U加
盟
国
の
中
で

E
U政
策

に
対
し
て
最
も
厳
し
い
民
主
的
統
制
を
行
な
っ
て
お
り
、
デ
ン
マ
ー
ク
に
つ
い
て
は

E
U
で
「
民
主
主
義
の
赤
字
」
は
な
い
と
の
指

（却）

摘
す
ら
あ
る
。
全
政
党
が
国
会
で
す
べ
て
の

E
U政
策
を
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
議
論
す
る
こ
と
で
、
政
党
政
治
が
活
性
化
し
、
さ
ら

に
国
民
を
巻
き
込
ん
だ
議
論
を
呼
び
起
こ
し
、

E
U政
策
に
つ
い
て
の
国
民
の
理
解
を
深
め
る
結
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
こ
の
国

会
欧
州
委
員
会
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
の

E
U政
策
で
極
め
て
重
要
な
存
在
で
あ
る
。

以
上
の
国
会
で
の
政
党
間
の
論
戦
に
加
え
て
、

デ
ン
マ
ー
ク
で
は
国
民
投
票
が
重
要
な
節
目
で
何
度
も
実
施
さ
れ
て
き
た
。
そ
の

結
果
、
国
民
投
票
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
中
で
も
政
党
、
国
民
は

E
U
に
関
し
て
他
国
よ
り
も
高
い
関
心
、
深
い
知
識
を
得
て
、
純
粋
に

E
U政
策
に
関
す
る
議
論
を
行
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
国
会
総
選
挙
と
同
レ
ベ
ル
の
高
い
投
票
率
が

E
U国

民
投
票
に
お
い
て
毎
図
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
見
出
せ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
、
つ
に
、

デ
ン
マ
ー
ク
の

E
U政
策
は
国
会
、
さ
ら
に
国
民
投
票
と
と
も
に
歩
ん
で
き
た
。
し
か
し
、
近
年
、
デ
ン
マ
ー
ク

で
は

E
U国
民
投
票
を
め
ぐ
り
変
化
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
二

0
0
0年
の
ユ

l
ロ
導
入
を
め
ぐ
る
国
民
投
票
以
来
、
一

0
年

間
E
U国
民
投
票
が
実
施
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
デ
ン
マ
ー
ク
は

E
U加
盟
国
の
中
で
最
も
頻
繁
に
国
民
投
票
を
実



施
し
て
お
り
、
極
め
て
対
照
的
な
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
筆
者
は
二

0
0
0年
代
以
降
、
他
の

E
U加
盟
国
に
お
い
て

E
U国
民
投

（却）

票
が
増
加
し
て
い
る
傾
向
を
「
デ
ン
マ
ー
ク
化
」
と
呼
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

E
U加
盟
国
中
、
デ
ン
マ
ー
ク
が

E
U国

民
投
票
を
最
も
頻
繁
に
実
施
し
て
き
た
が
、
そ
れ
は
も
は
や
デ
ン
マ
ー
ク
だ
け
の
例
外
的
な
状
況
で
は
な
く
な
り
、
多
く
の
加
盟
国

に
も
共
有
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
た
状
況
を
想
定
し
て
い
た
。
し
か
し
、
今
や
そ
の
デ
ン
マ
ー
ク
が
脱
「
デ
ン
マ
ー
ク
化
」
し
つ
つ
あ

る
。
そ
れ
は
、
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

無
論
、
デ
ン
マ
ー
ク
は
二

0
0
0年
代
に

E
U国
民
投
票
を
全
く
考
え
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
実
際
に
、
欧
州
憲
法
条
約
批

准
に
関
し
て
は
二

O
O
五
年
九
月
二
七
日
に
国
民
投
票
を
実
施
す
る
こ
と
を
正
式
に
発
表
し
て
い
た
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
フ

ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
の
国
民
投
票
で
の
否
決
を
受
け
て
、
二

O
O
五
年
六
月
の
欧
州
理
事
会
で
デ
ン
マ
ー
ク
政
府
は
す
ぐ
に
国
民
投

（却）

票
の
延
期
を
決
め
た

D

ま
た
、
四
つ
の
適
用
除
外
に
よ
り
E
Uと
の
協
力
に
制
約
を
受
け
て
い
る
デ
ン
マ
ー
ク
政
府
は
、
四
つ
の
適

用
除
外
を
撤
廃
す
る
た
め
、
国
民
投
票
を
実
施
し
た
い
と
の
希
望
を
再
三
表
明
し
て
い
る
。
特
に
ユ

l
ロ
の
導
入
に
関
し
て
国
民
投

欧州統合過程と国民投票

票
を
し
た
い
と
の
発
言
を
ア
ナ
ス
・
フ
ォ

l
・
ラ
ス
ム
セ
ン
首
相
は
繰
り
返
し
て
き
た
。
実
際
に
デ
ン
マ
ー
ク
政
府
は
二

O
O八
年

に
国
民
投
票
を
実
施
す
る
予
定
で
準
備
を
進
め
て
い
た
が
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
二

O
O
八
年
国
民
投
票
で
リ
ス
ボ
ン
条
約
批
准
が
否

（幻）

決
さ
れ
た
混
乱
の
中
で
日
程
の
見
直
し
を
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
デ
ン
マ
ー
ク
政
府
は
他
の
加
盟
国
の
動
向
に
翻

弄
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
国
民
投
票
で
確
実
に
国
民
の
承
認
を
得
た
い
と
す
る
政
府
の
慎
重
な
姿
勢
が
あ
っ
た
。

か
か
る
姿
勢
は
別
の
事
例
で
も
確
認
で
き
る
。
二

0
0
0年
代
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
が
ニ

l
ス
条
約
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
の
批
准
に
関

し
て
国
民
投
票
を
実
施
し
て
い
る
が
、
デ
ン
マ
ー
ク
政
府
は
こ
の
二
つ
の
条
約
に
つ
い
て
国
民
投
票
を
実
施
し
て
い
な
い
。
デ
ン
マ

ー
ク
政
府
と
国
会
主
要
政
党
は

E
U
へ
の
協
調
路
線
を
と
り
続
け
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
条
約
に
つ
い
て
あ
え
て
国
民
投
票
を
実
施
し

な
か
っ
た
と
い
う
言
い
方
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
デ
ン
マ
ー
ク
政
府
は
、
ニ

l
ス
条
約
と
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
の

E

U
協
力
の
枠
内
の
変
更
で
あ
り
、

E
U
に
対
し
て
新
た
な
主
権
委
譲
を
伴
う
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
憲
法
第
二

O
条
を
適
用
せ
ず
、
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（沼）

通
常
の
法
案
と
し
て
批
准
を
議
会
の
み
の
承
認
で
行
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
二

0
0
0年
以
前
で
あ
れ
ば
、
憲
法
第
二

O
条
の
適
用

を
受
け
る
場
合
で
も
、
受
け
な
い
場
合
で
も
、
重
要
な

E
U問
題
で
あ
れ
ば
国
会
で
の
審
議
、
採
決
の
末
に
国
民
投
票
を
実
施
し
て

い
た
が
、
ニ

l
ス
条
約
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
で
は
国
民
投
票
を
避
け
た
と
い
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
デ
ン
マ
ー
ク
政
府
と
し
て

は
、
二

0
0
0年
国
民
投
票
で
ユ

I
ロ
導
入
に
失
敗
し
た
直
後
の
状
況
で
、
ま
た
二

O
O
五
年
に
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
で
欧
州
憲

法
条
約
の
批
准
に
失
敗
し
、
停
滞
す
る

E
U
に
お
い
て
確
実
に
リ
ス
ボ
ン
条
約
を
発
効
さ
せ
る
必
要
性
に
迫
ら
れ
た
状
況
で
は
、
ニ

l
ス
条
約
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
を
国
民
投
票
と
い
う
不
確
実
な
手
段
に
か
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
国
民
投
票
を
頻

繁
に
実
施
し
て
き
た
デ
ン
マ
ー
ク
で
も
、
現
在
で
は
こ
れ
に
極
め
て
慎
重
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

E
U全
体
で
も
国

民
投
票
に
対
し
て
慎
重
な
姿
勢
が
強
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
第
l
章
で
指
摘
し
た
が
、
デ
ン
マ
ー
ク
は
そ
れ
を
先
取
り
し
て
い
た
の
で
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あ
る
。し

か
し
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
場
合
、

E
U問
題
で
国
民
投
票
を
避
け
続
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
現
実
が
あ
る
口
憲
法
第
二

O
条
は
依

然
と
し
て
存
在
し
、

E
U
へ
の
新
た
な
主
権
委
譲
が
明
ら
か
な
場
合
、
そ
の
適
用
を
避
け
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
特
に
、
現
在

の
デ
ン
マ
ー
ク
の

E
U政
策
は
前
述
の
通
り
四
つ
の
適
用
除
外
を
前
提
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
適
用
除
外
を
撤
廃
し
、
全

面
的
に

E
U
の
政
策
に
参
加
す
る
場
合
、
国
民
投
票
を
行
な
う
と
の
理
解
が
政
治
家
、
国
民
の
間
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ま
ず
は
こ

れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
デ
ン
マ
ー
ク
で
国
民
投
票
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

お
わ
り
に

以
上
、
欧
州
各
国
と
デ
ン
マ
ー
ク
に
お
け
る

E
U国
民
投
票
の
実
施
状
況
と
現
状
を
整
理
し
て
き
た
。
今
日
、

E
U加
盟
国
に
お

い
て
も
デ
ン
マ
ー
ク
に
お
い
て
も
、

E
U国
民
投
票
に
対
し
て
慎
重
な
態
度
が
顕
著
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
特
に
、

E
U加
盟
国
で
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は
欧
州
憲
法
条
約
と
リ
ス
ボ
ン
条
約
の
批
准
に
際
し
て
国
民
投
票
に
対
す
る
態
度
に
大
き
な
変
化
が
み
ら
れ
た
。
国
民
投
票
へ
の
期

待
が
わ
ず
か
数
年
の
う
ち
に
失
望
に
変
わ
っ
た
と
さ
え
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
慎
重
な
態
度
は
、
今
後
の

E
U
の
拡
大
と
深
化
を
め

ぐ
る
政
策
決
定
に
お
い
て
各
加
盟
国
を
縛
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
完
全
に

E
U
国
民
投
票
の
実
施
を
排
除
で
き
な
い
の
も
事
実

で
あ
る
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
よ
う
に
国
民
投
票
が
憲
法
上
必
要
と
な
る
加
盟
国
、
囲
内
政
治
上
、
国
民
投
票
を
実
施

せ
ざ
る
を
得
な
い
加
盟
国
も
現
れ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
都
度
、
投
票
結
果
に
一
喜
一
憂
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

で
は
、

E
U
国
民
投
票
を
実
施
す
る
際
、
各
国
は
こ
れ
を
い
か
に
使
い
こ
な
せ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
デ
ン
マ
ー
ク
の
事
例
か

ら
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
指
摘
で
き
る
こ
と
は
、
国
民
投
票
は
回
数
を
重
ね
な
い
と
、
う
ま
く
実
施
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

突
然
、
国
民
投
票
で
有
権
者
の
判
断
に
任
せ
て
も
、
有
権
者
は
混
乱
す
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。
国
民
投
票
の
争
点
が
、
国
民
投
票
本
来

の
テ
l
マ
か
ら
外
れ
、
政
府
、
大
統
領
の
信
任
投
票
、
総
選
挙
の
代
替
と
な
っ
た
事
例
が

E
U加
盟
国
で
は
多
く
み
ら
れ
た
。
そ
れ

に
比
べ
る
と
、
デ
ン
マ
ー
ク
の

E
U国
民
投
票
は
、
投
票
結
果
が
政
府
の
想
定
外
で
あ
っ
た
事
例
は
あ
る
も
の
の
国
民
投
票
本
来
の

テ
l
マ
を
め
ぐ
り
実
施
さ
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

E
U国
民
投
票
だ
け
で
も
、
四
O
年
近
い
歴
史
を
も
ち
、
国
民
投
票
の
度
に

有
権
者
が

E
U
に
関
し
て
学
習
し
て
き
た
経
験
が
発
揮
さ
れ
た
と
も
い
え
る
。
特
に
、
デ
ン
マ
ー
ク
政
府
は
一
九
九
二
年
国
民
投
票

で
の
挫
折
後
、
国
民
へ
の
情
報
提
供
を
強
化
し
、
国
民
の

E
U
理
解
を
い
か
に
向
上
さ
せ
る
か
に
苦
心
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、

E

U
に
対
す
る
国
民
の
高
い
関
心
と
理
解
が
維
持
さ
れ
、
投
票
率
の
高
さ
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
国
民
の
成
熟
し
た
政
治
意
識
が
ま

ず
必
要
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
そ
う
し
た
成
熟
し
た
政
治
意
識
を
も
っ
国
民
を
生
み
出
す
た
め
に
は
、
国
民
投
票
の
と
き
の
経
験
だ
け
で
は
無

理
が
あ
る
。
日
々
の
政
治
に
お
い
て
、
い
か
に
政
党
、
政
治
家
が
国
民
を
巻
き
込
ん
だ
上
で
質
の
高
い
議
論
を
行
な
い
、
政
党
政
治

を
機
能
さ
せ
て
い
る
か
が
重
要
と
な
ろ
う
。
デ
ン
マ
ー
ク
に
お
い
て
は
、
国
会
に
お
い
て
も
国
会
欧
州
委
員
会
を
中
心
に

E
U問
題

が
政
党
間
で
常
に
厳
し
く
議
論
さ
れ
、
政
府
の
行
動
を
統
制
し
て
い
る
。
ま
た
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
も
E
U
問
題
に
つ
い
て
詳
細
に
報
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道
し
て
い
る
。
政
党
、
政
治
家
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が

E
U
問
題
で
常
に
国
民
の
関
心
を
喚
起
し
、
質
の
高
い
議
論
を
行
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
日
常
が
あ
る
た
め
に
、
国
民
投
票
に
な
っ
て
も
、
政
党
、
政
治
家
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
、
さ
ら
に
国
民
も
真
撃

な
議
論
を
展
開
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
国
民
投
票
は
そ
れ
だ
け
で
は
成
り
立
た
な
い
存
在
で
あ
る
。
議
会
制
民
主

主
義
の
枠
内
で
そ
れ
を
補
完
す
る
役
割
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
限
り
、
最
も
基
礎
に
あ
る
議
会
制
民
主
主
義
そ
の
も
の
が
健
全
に
機
能

す
る
こ
と
が
大
前
提
と
な
ろ
う
。
議
会
制
民
主
主
義
を
う
ま
く
行
な
え
な
い
国
民
に
、
直
接
民
主
主
義
の
手
段
は
使
い
こ
な
せ
な
い
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こ
と
を
デ
ン
マ
ー
ク
の
事
例
は
教
え
て
い
る
。

E
U
に
お
け
る
直
接
民
主
主
義
の
萌
芽
に
つ
い
て
若
干
触
れ
て
お
き
た
い
。
こ
れ
ま
で
扱
っ
て
き
た

E
U
国
民
投
票
は
、

あ
く
ま
で
も
各
国
レ
ベ
ル
の
制
度
で
あ
る
。
国
民
投
票
を
頻
繁
に
実
施
し
て
い
る
困
も
あ
れ
ば
、
全
く
実
施
し
た
こ
と
の
な
い
国
も

あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
う
し
た
差
異
を
乗
り
越
え
、
近
い
将
来
E
U
レ
ベ
ル
の
国
民
投
票
制
度
を
設
け
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ

E
U
で
準
備
が
進
ん
で
い
る
動
き
は
、
「
欧
州
市
民
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
（
E
C
I
）
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

E

（
現
時
点
で
は
九
ヵ
国
）
以
上
の
市
民
が
、

最
後
に
、

ろ
う
。
現
在
、

U
加
盟
国
の
三
分
の
一

一
O
O万
人
以
上
の
署
名
を
集
め
る
と
、
欧
州
委
員
会
に
法
案

作
成
を
提
案
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
二

O
O九
年
二
一
月
に
発
効
し
た
り
ス
ボ
ン
条
約
に
よ
り
新
た
に
導
入
さ
れ

た
制
度
で
あ
り
（
E
U条
約
第
二
条
第
四
項
）
、
現
在
、
実
施
の
た
め
の
準
備
作
業
が
進
ん
で
い
る
。
二

O
一
O
年
三
月
二
二
日
に

（犯）

は
欧
州
委
員
会
の
提
案
が
出
さ
れ
た
。
国
民
の
声
を

E
U
の
政
策
決
定
に
反
映
さ
せ
る
た
め
の
仕
組
み
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
今
後
の

E
U
の
発
展
を
左
右
す
る
大
き
な
問
題
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
重
要
な
一
歩
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
国
民
の
意
思
を
反
映

し
た
政
策
を

E
U
が
ど
の
程
度
実
現
で
き
る
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
積
み
重
ね
の
上
に
い
わ
ゆ
る
エ
リ
ー
ト
と
国
民
と
の

問
の
認
識
ギ
ャ
ッ
プ
を
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
は
将
来
の

E
U
国
民
投
票
に
と
っ
て
も
大
き
く
寄
与
す
る
も
の
に
な
ろ
う
。



［
付
記
〕

（1
）
一
一

O
一
0
年
度
を
も
っ
て
ご
定
年
退
職
さ
れ
る
田
中
俊
郎
先
生
に
は
、
筆
者
の
学
部
時
代
以
来
、
三

O
年
に
わ
た
り
、
大
変
お
世
話

に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
ご
指
導
に
心
よ
り
感
謝
い
た
し
ま
す
。
先
生
の
ご
研
究
の
ま
す
ま
す
の
ご
発
展
と
ご
健
勝
を
祈
念
い
た
し

ま
す
。

（2
）
本
稿
は
、
二

O
一
O
年
六
月
一
九
日
に
開
催
さ
れ
た
日
本
比
較
政
治
学
会
研
究
大
会
（
東
京
外
国
語
大
学
）
の
分
科
会
C

「
国
民
投

票
の
功
罪
」
に
提
出
し
た
筆
者
の
ペ
ー
パ
ー
を
紙
幅
の
都
合
で
大
幅
に
短
縮
し
た
も
の
で
あ
る
。
司
会
の
坪
郷
賞
早
稲
田
大
学
教
授
、
討

論
者
の
高
橋
進
龍
谷
大
学
教
授
、
報
告
者
の
上
田
道
明
悌
教
大
学
准
教
授
、
岩
田
拓
夫
宮
崎
大
学
准
教
授
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
l
の
内
田

み
ど
り
和
歌
山
大
学
准
教
授
、
多
く
の
質
問
を
し
て
下
さ
っ
た
フ
ロ
ア
の
諸
先
生
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

欧州統合過程と国民投票

（1
）
拙
稿
「
欧
州
統
合
過
程
と
国
民
投
票
l
i
l基
礎
的
デ
l
タ
の
比
較
分
析
｜
｜
」
（
『
法
学
研
究
』
（
慶
慮
義
塾
大
学
）
第
七
O
巻
第
四

号
、
一
九
九
七
年
四
月
）
、
八
一
頁
。
同
拙
稿
は
、
拙
著
「
国
民
投
票
と
欧
州
統
合
l
l
lデ
ン
マ
ー
ク
・

E
U関
係
史
｜
｜
」
（
勤
草
書
房
、

二
O
O
五
年
）
に
収
録
。

（2
）

E
U
国
民
投
票
に
限
ら
ず
、
国
民
投
票
全
般
の
理
論
、
実
施
状
況
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
口
当
区
切

E
－28
ι

E
a
z
E
5
3
o
e－
－
同
$
ミ
ミ
弘
史
選
句
令
、
。
於
お
丸
岡
常
習
を
～
同
J

を
の
さ
さ
s
h
q足
。
＼
b
H
．3n
H
b
sミ
ミ
（
F
。
E
O
R
冨
R
自
己
目

g
・

5
2）・
F
m
W
4
2
8
8
F
o
u
c
p
M
3宮
、
。

S
常
的
応
、
尽
き
ミ

b
sミ
号
、
畏
川
宅
九
同
《
号
、

sh営選
句

S
C
N
O
E
N
3
3宮
町
民
ミ
（
伊
丹

2
g
g
g
m
F
W

。ωロ釦
《
古
一
回
円
。

ωιiod司
噌
円
mwmm－
Ncog・

（3
）
本
稿
で
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
に
お
け
る
一
九
八
二
年
住
民
投
票
と
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
オ
l
ラ
ン
ド
諸
島
に
お
け
る

一
九
九
四
年
住
民
投
票
も
取
り
上
げ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
両
地
域
が
自
治
領
の
地
位
に
あ
り
、
圏
内
で
他
の
地
方
自
治
体
と
は
全

く
異
な
る
地
位
を
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
両
地
域
の

E
C残
留
・

E
U加
盟
と
い
う
外
交
問
題
に
関
し
て
独
自
の
判
断
の
機
会
を

与
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
国
民
投
票
に
準
ず
る
意
味
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
一
部
の
固
に
み
ら
れ
る
イ
ニ
シ
ア

テ
ィ
プ
（
国
民
発
案
）
に
よ
る
投
票
も
本
稿
の
対
象
と
す
る
。
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欧州統合過程と国民投票

「
欧
州
憲
法
条
約
の
批
准
を
否
決
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
国
民
投
票
｜
｜
マ

l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
批
准
の
た
め
の
国
民
投
票
と
の
比
較
考
察

｜
｜
」
（
『
日
本
E
U学
会
年
報
』
第
二
六
号
、
二

O
O
六
年
九
月
）
。

（
ロ
）
浅
見
政
江
「
オ
ラ
ン
ダ
国
民
投
票
の
意
義
と
E
U
の
民
主
主
義
」
（
前
掲
「
慶
慮
義
塾
大
学
二
一

C
O
E｜
C
C
C
国
際
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
多
文
化
世
界
に
お
け
る
市
民
意
識
の
動
態
』
）
。
水
島
治
郎
「
オ
ラ
ン
ダ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
憲
法
条
約
否
決
｜
｜
オ
ラ
ン
ダ
現
代
史
上

初
の
国
民
投
票
｜
｜
」
（
「
生
活
経
済
政
策
』
第
一

O
四
号
、
二

O
O
五
年
九
月
）
。
ル
ネ
・
キ
ユ
ペ
ル
ス
「
な
ぜ
オ
ラ
ン
ダ
は
ク
N
O
ψ

と
投
票
し
た
の
か
｜
｜
古
い
欧
州
に
お
け
る
新
し
い
欧
州
懐
疑
論
の
解
剖
坐
1
1」
（
『
生
活
経
済
政
策
」
第
一

O
四
号
、
二

O
O
五
年
九

月）。

（日）
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応
急
同
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q
s
h
q
S還
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Z
0・H斗
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E
S
M
o
g－
拙
稿
「
欧
州
憲
法
条
約
批
准
過
程
と
国
民
投
票
」
（
二
・
完
）
（
「
地
域
政
策
研
究
」
（
高
崎
経
済
大
学
）
第
一

O

巻
第
二
号
、
二

O
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七
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一
一
月
）
、
四
1
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頁
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ボ
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イ
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｜
｜
世
論
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査
に
み
る
市
民
の
声
｜
｜
」
（
慶
藤
義
塾
大
学
法
学
部
編
憂
慮
の

政
治
学
国
際
政
治
』
慶
慮
義
塾
大
学
法
学
部
、
二

O
O
八
年
）
。
同
「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
リ
ス
ボ
ン
条
約
｜
｜
二
回
目
の
国
民
投
票
に

向
け
て
｜
｜
」
（
『
海
外
事
情
』
第
五
七
巻
第
九
号
、
二

O
O九
年
九
月
）
。

（
日
）
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
政
府
は
一
九
九
二

1
一
九
九
三
年
の
経
験
（
特
に
四
つ
の
適
用
除
外
）
に
つ
い
て
聴
取
す
る
た
め
デ
ン
マ
ー
ク
政
府

に
接
触
を
し
、
「
デ
ン
マ
ー
ク
・
モ
デ
ル
」
に
沿
っ
た
対
応
策
を
模
索
し
て
い
る
（
匂
ミ
宣
言
。
S
S
R
S
同
ミ
e
F
H
N
ω
a
z
s
g円

NOO∞一
H
O
U
R
O
B
V
2
N
O
O∞Lω
』
g
gミ
NCC匂・）。

（
時
）
前
掲
拙
著
「
国
民
投
票
と
欧
州
統
合
｜
｜
デ
ン
マ
ー
ク
・

E
U
関
係
史
｜
｜
』
、
第
一

O
章。

（口）

F
2
5－g
＼
∞
当
a
g二
百
件
。
F
E
W
E
m
．8
$
5
0
開
口
同
。
問
。
F
B
E
E
P＝
p
eミ
b
R
S
S
h崎
町

S
K吋
宣
・
〈
o－・
ω
P
Z
0・NW

E
S
N
o
s－
kr足
。
3
4司庄内
o
E
F
E何
回
件
。
。
。
ロ
ロ
位
。
ロ

g
色
ヲ
ME甘
口
広
冨
ロ
の
命
日

ωd『包
g
．ω開
g
g
p
w
p
Bロ《山口
B
E
N
o
g－3

司
SH

同ミ
3
Y
S
M
M。町民民
2
・〈。
H・N
F
Z。・
ω・
冨
ミ

N
0
2・
五
月
女
律
子
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
ユ

l
ロ
導
入
に
関
す
る
国
民
投
票
｜
｜
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1) 

E
U
国
民
投
票
と
の
比
較
か
ら
｜
｜
」
（
「
北
海
学
園
大
学
法
学
研
究
」
第
四
一
巻
第
一
号
、
二

O
O
五
年
六
月
）
。

（
時
）
拙
稿
「
欧
州
憲
法
条
約
批
准
過
程
と
国
民
投
票
」
（
一
）
（
「
地
域
政
策
研
究
』
第
九
巻
第
二
・
三
号
、
二

O
O
七
年
二
月
）
、
七
O
、

七
四
、
七
五
頁
。

（
問
）
回
ロ
己
2
・m
ロ角田岡
ωロ
ロ
。
可
。
門
町
ニ
。
』
v
・a．F－
u・N
・

（
却
）
国
民
投
票
の
メ
リ
ッ
ト
、
デ
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
拙
稿
「
北
欧
の
国
民
投
票
制
度
｜
｜
代
表
制
民
主
主
義
と
国

民
投
票
l
｜
｜
」
（
慶
慮
義
塾
大
学
法
学
部
編
『
慶
鷹
の
政
治
学
地
域
研
究
」
慶
慮
義
塾
大
学
出
版
会
、
二

O
O
八
年
）
、
二
八
二

1
二
八

五
頁
。

（
幻
）
吋
。

z。
冨
尽
き

wM3吉
岡
弘
賢
官
ミ
同
情
実
。
、
お
お
き

hMJ常
ktH民
雷
除
2
q
H
Fぬ
弓
ミ
hmnnsミ
、
設
な
さ
h
q
b
同柚
R
e
a
g
h
aなh
刊
誌
な

S

（回、。ロ品。ロ口。・出口円
ω
F
H匂．
1
吋）・同】同】・〈ロ・］｛
ω・N
∞品・

（
辺
）
憲
法
第
二

O
条
の
条
文
に
つ
い
て
は
、
畑
博
行
「
デ
ン
マ
ー
ク
」
（
阿
部
照
哉
、
畑
博
行
編
『
世
界
の
憲
法
集
〔
第
四
版
〕
』
有
信
堂

高
文
社
、
二

O
O九
年
）
、
二
六
六
頁
を
参
照
。

（
お
）
一
九
六
三
年
に
実
施
さ
れ
た
「
土
地
法
」
に
関
す
る
国
民
投
票
で
は
、
四
点
に
つ
い
て
個
別
に
投
票
し
た
た
め
、
四
回
と
計
算
し
た
。

こ
の
四
回
分
を
一
回
と
す
る
と
、
合
計
一
七
回
の
国
民
投
票
と
な
る
。

（
倒
的
）
前
掲
拙
著
『
国
民
投
票
と
欧
州
統
合
｜
｜
デ
ン
マ
ー
ク
・

E
U
関
係
史
｜
｜
』
、
第
二
章
。
前
掲
拙
稿
「
北
欧
の
国
民
投
票
制
度

｜
｜
代
表
制
民
主
主
義
と
国
民
投
票
l

｜
i
」
、
二
六
九

1
二
七
三
頁

0
2
5宮
m
F
4。－

E
宮

g包
括
2
・
」
色
。

h
E
F

N
N
・』ロロ時
N
C
C
＠・

（
お
）
各
国
民
投
票
の
詳
細
は
、
以
下
を
参
照
。
前
掲
拙
著
『
国
民
投
票
と
欧
州
統
合
｜
｜
デ
ン
マ
ー
ク
・

E
U
関
係
史
｜
｜
」
、
第
五
章

j
第
一

O
章。

（
お
）
拙
稿
「
E
U
と
デ
ン
マ
ー
ク
の
政
党
政
治
」
（
「
北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
研
究
』
（
北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
学
会
）
第
一
巻
、
二

O
O
五
年
三
月
）
、
一

0
1
一一一頁。

（
幻
）
前
掲
拙
著
『
国
民
投
票
と
欧
州
統
合
｜
｜
デ
ン
マ
ー
ク
・

E
U
関
係
史
ー
ー
で
九
九

1

二
O
頁。

（
お
）
包
括

g
k
σ
8
w守
口

8
P
E同M
E
2
3ユ
皆
目
。
ロ
宮
内
可
。
。
ロ

8
ロ件件。

u
g官
四
回
開

d
g－
E
g－
－
ニ
ロ
巴
t
z
m
B伊

丹

F
o
p－足。

Hhs・

hNNMMhN之
官
選

S
な
hN師
向
。
、
足
立

H
S
S
ミ
同
情
実
。
y
s
h
aな
h
s
s逗
（
戸
。
足
。
回
一
同
Z
4
2円一
E
d司
H
E
R
E
t
o
g－w居申白）・司・品∞・
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（mm
）
拙
稿
「
E
U
を
め
ぐ
る
国
民
投
票
の
新
展
開
」
（
「
地
域
政
策
研
究
』
第
八
巻
第
三
号
、
二

O
O
六
年
二
月
）
、

（
初
）
同
一
墨
付
同
一
な
輔

C
S
R
N尚
一
芯
同
実
。
ミ
・
M

∞』
C
S
N
c
o
m・

（
泊
）
旬
ミ
宣
言
。
ミ
位
ぎ
宮
、
e
p
N串
Z
。
40BVO円
NCC吋
UH∞
U
2
0
B
V
O円
NOO斗一
N
2
8
5ミ
NCC∞一
NH
冨
ω
R
V
N
C
C∞
UHN
』
g
o

N
o
g

－H。
a
$
2
8
0∞一
N吋
司
与
E
R
M『

NCCUUH∞
冨
号
。
F
N
C
S
L品
冨
ミ

N
o
g－

（
沼
）
デ
ン
マ
ー
ク
国
会
は
、
ニ

l
ス
条
約
を
二

O
O
一
年
六
月
一
日
に
賛
成
九
八
（
社
会
民
主
党
、
左
翼
党
、
保
守
国
民
党
、
社
会
主
義

人
民
党
、
中
道
民
主
党
、
急
進
左
翼
党
、
キ
リ
ス
ト
教
国
民
党
）
、
反
対
一
四
（
デ
ン
マ
ー
ク
国
民
党
、
統
一
リ
ス
ト
党
、
無
所
属
議
員

三
名
）
、
白
票
一
（
無
所
属
議
員
一
名
）
で
可
決
し
て
い
る
（
忠
町
営
芯
略
的
s
r
s
h
r・
NCOOls－司
O昏
g
色
吉
開
O
E
O－
ω・
お
お
む
。

ま
た
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
を
二

O
O
八
年
四
月
二
四
日
に
賛
成
九
O
（
左
翼
党
、
社
会
民
主
党
、
保
守
国
民
党
、
社
会
主
義
人
民
党
、
急

進
左
翼
党
、
新
同
盟
、
無
所
属
議
員
一
名
）
、
反
対
二
五
（
デ
ン
マ
ー
ク
国
民
党
、
社
会
主
義
人
民
党
、
統
一
リ
ス
ト
党
）
で
可
決
し
て

い
る
。
そ
の
際
、
国
会
は
E
U条
約
第
四
八
条
第
七
項
（
略
式
の
条
約
改
正
手
続
き
）
に
関
し
て
条
件
を
付
し
て
リ
ス
ボ
ン
条
約
を
承
認

し
て
い
る
。
条
件
と
は
、
あ
る
分
野
で
閣
僚
理
事
会
が
全
会
一
致
か
ら
加
重
特
定
多
数
決
に
移
行
し
た
り
、
通
常
の
立
法
手
続
き
を
導
入

す
る
こ
と
に
政
府
が
加
わ
り
た
い
時
は
、
国
会
の
同
意
を
と
る
こ
と
を
義
務
づ
け
て
い
る
。
こ
れ
は
、
国
会
の
同
意
な
し
に
政
府
が
略
式

の
条
約
改
正
手
続
き
に
参
加
す
る
こ
と
に
制
限
を
課
し
た
も
の
で
あ
る
。
デ
ン
マ
ー
ク
で
は
国
会
欧
州
委
員
会
の
民
主
的
統
制
の
も
と
に

E
U
政
策
が
行
な
わ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
も
そ
の
慣
行
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
る
（
〈
Z
Gミ
割
当
者
－

P
品
w
t
g
sロ
ロ
史
N
O
ミ
N＼

Z
乱。
a
z
m
h印
ω吉岡＼
NONE貯
宮
自
国
E
m－
Z
B〉）。

な
お
、
二

O
O七
年
一
一
月
、
少
数
派
の
社
会
主
義
人
民
党
、
統
一
リ
ス
ト
党
の
議
員
は
そ
れ
ぞ
れ
国
会
で
リ
ス
ボ
ン
条
約
の
批
准
に

関
し
て
国
民
投
票
の
実
施
を
提
案
し
て
い
る
が
、
多
数
派
に
よ
り
却
下
さ
れ
て
い
る
（
回
お
司
。
a
z
m
E
皆
保
Z
E匂
宮
己
三
巴
ロ
向
。
自

旦
ω白
色
含
営
陣
g
貯
宮
ヨ
ロ
仲
間
向
。
日
仏
g
ロ
可
。
明
白
l同S
E
R
N
C
C斗
lO∞（
N・8
自
民
ロ
拘
）
一
回
広
明
R
m
z
m
s
r
F
Z
E
m
ω
v
o己
三
巴
ロ
向

。
B
沙問
wom貯
Z
B
E口
問
。
自
閉
口
1
8同R
B可
m
w
g
g
p
N
C
C斗
lO∞（
N・8
5ロロ問））。

（mω
）開ロ円。同》内
w一州

w
ロ【
U

。
B
B宮
ω即。ロ．

E

同》同．。同》。
ωω
戸同。吋
mw

河。拘己剛
w
同－。ロ。同件
F。開ロ吋。刷》角

W一附

w
ロ阿》剛
w
吋出

の仲件仲
N
角Wロ
ω．阿ロ凹丹即岱件肋
4。．軍《
U

。
冨
（
N。
H。）
HH匂同仲同回
ω】．回
E
g
o－ω・出・
ω・NOHO－
E
E
B宮
g
o
e
g
m
w
宮
町
同
宣
言
。
（
開
口
）
・
喜
一
明
．
C
M
M
5
8

同
色
g
ω
2・
冨
何
一
宮
。
＼
HO＼HHaw
開
店
ωωozwωH
冨
向
。
FNOHO－

一
二
七
1
一
二
八
頁
。
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